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エグゼクティブサマリー
2018年11月14日、経済協力開発機構（OECD）は、「税源浸食及び利益移転を防
止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約（Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty Measures to Prevent Base Erosion  
and Profit Shifting）」（以下、「MLI」）によって修正される租税条約の解釈を 
サポートし、その適用を促進するために、「統合条文の作成にかかるガイダンス
（Guidance for the Development of Synthesized Texts）」（以下、「ガイダンス」） 
を公表しました。統合条文とは、MLIの適用対象となる租税条約（以下、「対象租税
条約」）の条文と、各締約国・地域が採用したMLIポジションの相互関係が対象租税
条約に対してどのように反映されるのか、及び各締約国・地域においてMLIの規定
が対象租税条約に関していつ（日付）発効するのかを示した単一文書をいいます。

OECD事務局がMLIアドホックグループのメンバーから情報を得て作成したガイダ
ンスは、統合条文の作成に向けて推奨されるアプローチを記載したものです。ま
た、統合条文に組み入れることのできる例文（sample language）も示しています。 
MLIの下では、MLIの当事国は統合条文を作成する法的義務を負っていません。し
かしながら、OECDは、作成を決定した場合には、相互に協議し、一致したアプローチ
に従って当該文書を作成することを推奨しています。OECDは、最終的に多くのMLI
の当事国が、公表されたガイダンスに基づいて統合条文を作成し、納税者のために
確実性と明確性を高めることを期待しています。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-guidance-for-the-development-of-synthesised-texts.pdf
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また同日、OECDは、MLIの発効時期に関するルールを明確化
する事務局覚書（以下、「覚書」）も公表しました。一般に、非居住
者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収され
る租税については、多数国間条約が当該対象租税協定の各当
事国について効力を生ずる日のうち最も遅い日以後に開始す
る翌年の初日以後に生ずる課税事象に対して効力を有します。
覚書は、MLIが効力を生ずる日のうち最も遅い日が、ある特定
の年の1月1日であるケースを取り上げています。覚書によれ
ば、この場合、MLIは、当該年の1月1日に源泉徴収される租税
に対して効力を有します。

詳細解説
背景
MLIは、OECD加盟国、G20及びその他の先進国と発展途上国
を含む約100の国・地域からなるアドホックグループによって策
定され、2016年11月に合意されました1。この条約に関心を持
つどの国・地域でも署名することができます。

現在、84の国・地域がMLIに調印し、15の国・地域がその批准書
をOECDに寄託しました。MLIは、最初に受諾書又は批准書を寄
託した15の国・地域間で締結されている47の租税条約につい
て2019年1月1日に発効します。

アドホックグループは、統合条文の正式な様式については議論
しなかったものの、OECD事務局が当該統合条文の作成に向け
て提案を示すことに前向きであると表明しました。

2018年11月14日、OECDは統合条文の作成にかかるガイダ
ンスを公表しました。その目的は、MLIの利用者が、適用及び修
正の対象となる租税条約に対してMLIが及ぼす影響を理解で
きるように、MLIの当事国が文書を作成するための推奨事項を
提供することにありました。

統合条文作成ガイダンス
ガイダンスによれば、MLIの下では、MLIの当事国は統合条文を
作成する法的義務を負っていません。また、テキスト作成にあた
り相互に協議する義務もありません。しかしながら、OECDは、
統合条文を作成することを決定した場合は、MLIの規定の解釈
及び各対象租税条約への適用が一貫してなされるように、相互
協議を行うことを推奨しています。ガイダンスの説明によれば、
統合条文よりも、MLIによる修正を反映した条文の方が読みや
すい可能性があるものの、そのような条文の作成は困難であ
り、さらに作成の結果、混乱招く可能性があるとのことです。む
しろMLIは、対象租税条約と併せて適用されるものであり、対
象租税条約の規定の適用を修正するものだからです。

ガイダンスは3つのセクションに分かれています。セクション1
の序文ではガイダンスの概要が示されています。セクション2で
は、統合条文の作成に向けて推奨されるアプローチが記載され
ています。また、作成の原則、作成にあたり困難を伴う点、及び
作成のための推奨事項が議論されています。セクション3では、
統合条文の作成に向けて条項ごとの記載例が提示されていま
す。ガイダンスの最後には付録が付いており、2014年OECD 
モデル租税条約をMLIによって修正する統合条文の例が示さ
れています。

統合条文は単一文書又は単一ウェブページの形式をとります。
統合条文では、各対象租税条約の条文（改正議定書やそれに類
した法律文書があれば、その条文も含む）、及び当事国が採用
したMLIポジションの相互関係を反映して当該対象租税条約を
修正するMLIの規定がそのまま掲載されます。加えて、当該規
定の発効日に関する情報など、免責事項の形式による説明情
報も記載されます（最低限として、対象租税条約の適用に対す
る各修正が同時に効力を発しない可能性を示すことが推奨さ
れています）。また、統合条文には、英語版もしくはフランス語
版のMLIの規定を挿入することが要請されています。当該規定
の翻訳が統合条文に追加された場合、一般免責事項において
それが非公式な翻訳であるという断りをいれることになると考
えられます。

ガイダンスには、統合条文に組み入れることのできる例文も 
載っています。セクション3では、統合条文に関する免責事項及
びMLIの規定の発効時期に関する免責事項の例文が提示され
ています。加えて、MLIの実質的な条項（第3条から第17条お及
び仲裁に関する第VI部）については、各統合条文作成のための
例文が提示されています。また、MLIの規定の発効時期に関す
る脚注の例文も含まれています。

統合条文の作成に期限は設けられていないものの、ガイダンス
によれば、各対象租税条約の当事国がMLIのポジションの最終
版を提出する時点で統合条文が作成されているのが理想とさ
れています。いくつかの国・地域がすでに統合条文の作成に着
手しており、中には早くも当該テキストを公表した国・地域があ
ります（例えば、オーストラリア、日本、ポーランド、英国）。日本
においても、財務省のHPに和文と英文の統合条文が掲載され
ています。

MLIの発効時期に関する事務局覚書
OECDは、MLIの規定の発効時期に関するMLI第35条の解釈と
適用を明確化する覚書も公表しました。具体的には、覚書は、あ
る一組の締約国・地域についてMLIが効力を生ずる日のうち最
も遅い日が、ある年の1月1日である場合、MLIは源泉徴収され
る租税に対してどの時点から効力を有するかという疑問に答え
るものです。

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-secretariat-note-entry-into-effect-under-article-35-1-a.pdf
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MLI第35条第1項a号によれば、MLIの規定は、「非居住者に対
して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租
税については、この条約が当該対象租税協定の各当事国につ
いて効力を生ずる日のうち最も遅い日以後に開始する翌年の
初日以後（on or after the first day of the next calendar 
year that begins on or after the latest of the dates on 
which this Convention enters into force）に生ずる課税事
象」に対して効力を有します。覚書の説明によれば、「on」という
単語が使用されているのは、MLIが効力を有する日が、「効力を
生ずる日のうち最も遅い日」と同一であり得ることを意味する
ためです。第35条で使用されている類似の定型的な語句の解
釈にも同じ論理と結論が適用されます。

例えば、覚書によれば、締約国・地域のある組合せにおいて、最
も遅く寄託した国が2018年9月15日までに批准書を寄託した
場合、MLI第34条により、MLIが当該締約国・地域において効力
を生じるのは2019年1月1日となります。この場合、MLIの規定
は、2019年1月1日以後に発生する、源泉徴収税に係る課税事
象に対して効力を有することになります。

こうした解釈を裏付けるものとして、MLI交渉国は、非居住者
への支払額に対する源泉徴収税に関して、MLIの規定が迅速に 
発効することを意図していたということを覚書は明確にしてい
ます。

今後の影響
ガイダンスは、MLIによる影響に対する首尾一貫した解釈、及び
MLIが対象租税条約に及ぼす影響への相互理解に寄与すると
みられます。MLIの批准書をすでに寄託している、又は今後寄
託予定の国・地域の数は着実に増えており、継続的に統合条文
が作成されることと予想されます。

しかしながら、統合条文はあくまでも情報提供であるという点
に注意が必要です。法解釈のためには、対象租税条約と併せて
MLIの規定を読む必要があります。それは依然として、MLIが各
締約国・地域の採用したMLIポジションの相互関係を踏まえて
適用される唯一の法律文書だからです。

さらに、覚書によって、締約国・地域のある組合せの中で、ある
特定の年の1月1日に寄託が最も遅かった国のMLIの効力が生
じた場合、MLIがいつ発効するのかが明確にされました。その
結果、場合によっては、MLIの発効時期が実際に早まることにな
ります。

巻末注
1. 2016年12月2日付EY Global Tax Alert「OECD releases multilateral instrument to implement treaty related BEPS measures on 

hybrid mismatch arrangements, treaty abuse, permanent establishment status and dispute resolution」、および2016年12月 
2日付「Mandatory Binding Treaty Arbitration under OECD’s Multilateral Instrument」EY Global Tax Alertをご参照ください。

https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-releases-multilateral-instrument-to-implement-treaty-related-beps-measures-on-hybrid-mismatch-arrangements--treaty-abuse--permanent-establishment-status-and-dispute-resolution
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-releases-multilateral-instrument-to-implement-treaty-related-beps-measures-on-hybrid-mismatch-arrangements--treaty-abuse--permanent-establishment-status-and-dispute-resolution
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--mandatory-binding-treaty-arbitration-under-oecd-s-multilateral-instrument
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